
鹿児島大学大学院共同獣医学研究科博士課程(課程博士) 

学位論文審査基準 

 

（審査体制） 

１．学位審査委員会は、主査１人、副査４人の審査委員をもって組織する。 

２．審査委員は本研究科を担当する資格を有する教員から選出する。 

３．主査は当該者の主指導教員以外の主指導教員資格を有する教員とする。 

４．副査４人のうち少なくとも１人は山口大学の教員とする。  

 

 （評価項目） 

1．学位論文の構成、内容の新規性、学術的価値 

2．申請者の専門知識 

3．申請者の企画・実行力 

4．申請者のプレゼンテーション能力 

5．研究の発展性等 

 

（評価基準） 

 

学位審査は、上記の項目について評価を行い、総合して判断する。 

 

 

（関係規則） 

１．鹿児島大学大学院共同獣医学研究科規則 

２．鹿児島大学大学院共同獣医学研究科における学位授与に係る審査等に関する規則 

３．鹿児島大学大学院共同獣医学研究科における学位授与に係る審査等に関する細則 

 


